
 

 

 
   

 

 

 

 

 日頃より東京都市計画事業晴海四・五丁目土地区画整理事業にご理解とご協力をいただきまし

て誠にありがとうございます。 

平成28年１月21日発行の東京都公報に当事業の換地処分を公告したことをお知らせします。 

（東京都のホームページでご覧いただけます。http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/） 

 換地処分の公告により、翌日（１月 22 日）に換地の権利及び清算金の額が確定し、地番が新

しくなります。 

 また、区画整理施行地区内における建築行為等については、土地区画整理法第 76 条の許可が

不要となります。 

 

 

 

 

 

 

・換地処分公告の翌日に、従前の土地
の権利関係が区画整理後の土地に移
行し、清算金額が確定します。 

換 地 処 分 公 告 

 

 

 

平成28年 

１月21日 

平成28年 

３月頃完了予定 

 

平成28年 

４月頃の予定 

 

平成28年 

６月頃の予定 

・権利者別の清算金の額を通知します。 

・施行者が登記所に申請し、土地・建物
の登記を換地計画の内容に書き換え
ます (所在、地番、地目、地積及び家
屋番号)。 

・清算金の徴収を行います。 

土地建物登記の書き換え 

 

清 算 金 の額 の通 知  

清 算 金 の 徴 収  
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事業についてのお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

◆ １月22日から約2か月間の予定で、換地処分に伴う登記の書き換え作業を行います。 
 

◆ 書き換え作業中は、施行地区内の所有権移転、権利の設定等の一般の登記事務が停止され

ます。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。 
 

◆ 換地処分に伴う登記が完了しましたら、東京都（施行者）から土地所有者及び借地権者等

にその旨をお知らせします。また、登記完了を東京都公報で公告します。 

 

 

 

 

 

    換地処分の公告により、「換地処分通知」に記載した清算金の額が確定します。 

 

◆ 清算金の徴収に必要な書類を平成28年４月頃に発送する予定です。書類が届きましたら、

必要な手続に応じて書類を提出していただくようお願いいたします。 

なお、清算金の徴収は、平成28年６月頃を予定しています。 
 

◆ 換地処分の公告の日における土地所有者及び借地権者等以外の方が清算金を納付する場合

は手続が必要になります。手続に必要な書類は、管理課調査清算係に用意していますので、

ご連絡ください。 
 

◆ 清算金額の通知やお知らせ等を確実にお届けするため、転居等で住所が変更になった場合

は、管理課調査清算係までご連絡ください。 
 

◆ 詳しくは、「換地処分通知」と一緒にお送りした冊子「換地処分通知のご案内」をご覧くだ

さい。 

 

 
 

 

 

東京都第一市街地整備事務所 

清算金徴収事務に関すること 管理課 調査清算係 電話 ０３（３５３４）３４０５ 

換地処分に関すること 事業課 臨海部換地担当 電話 ０３（３５３４）３４２３ 

工事に関すること 工事課 工 務 係 電話 ０３（３５３４）３４４２ 

 

 

 

登 記 事 務 の 一 時 停 止 に つ い て 

清 算 金 の 徴 収 事 務 に ご 協 力 く だ さ い 

 


